
 

国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取扱いについて 

国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）の歳入、歳出予算及び決算の取扱について、これを

左記のとおり改めたので、会計事務の執行に遺憾のないよう指導されたい。 

なお、昭和３５年２月１０日保発第１１号「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の様式について」は

これを廃止する。 

記 

１ 連合会が行う国民健康保険診療報酬等の審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設け

ることとし、これを一般会計と区別すること。 

なお、診療報酬審査支払特別会計は、業務勘定、国民健康保険診療報酬支払勘定、公費負担医療に関す

る診療報酬支払勘定、健康保険診療報酬支払勘定及び出産育児一時金等に関する支払勘定に区分するこ

と。 

２ 連合会が行う介護給付費の請求に関する審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設け

ることとし、その他の会計を区分すること。 

 なお、介護保険事業関係業務特別会計は、業務勘定、介護給付費等支払勘定および公費負担医療に関す

る報酬等支払勘定に区分すること。 

３ 連合会が行う障害介護給付費の審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設けることと

し、その他の会計を区分すること。 

  なお、障害者総合支援法関係業務等特別会計は、業務勘定、障害介護給付費支払勘定および障害児給付

費支払勘定に区分すること。 

４ 連合会が行う特定健康診査・特定保健指導に関する費用の支払に関する収入及び支出について特別会計

を設けることとし、その他の会計を区分すること。 

  なお、特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計は、業務勘定、特定健康診査・特定保健指導等費用

支払勘定および後期高齢者健康診査等費用支払勘定に区分すること。 

５ 連合会が行う後期高齢者医療診療報酬の審査及び支払に関する収入及び支出について特別会計を設け

ることとし、その他の会計と区分すること。 

なお、後期高齢者医療事業関係業務特別会計は、業務勘定、後期高齢者医療診療報酬支払勘定及び公費

負担医療に関する診療報酬支払勘定に区分すること。 

６ 連合会が行う国民健康保険特別高額医療費共同事業に関する収入及び支出について特別会計を設ける

こととし、これをその他の会計と区分すること。 

７ 連合会の予算及び決算の様式については、それぞれ別紙第１、第２及び第３のとおり定めるものである

こと。 

なお、連合会理事長は、予算及び決算を総会に提出するときは、予算及び決算に関する説明書をあわ

せて提出することとし、その様式は、それぞれ別紙第４から第１４のとおり定めるものであること。 

８ 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別に定める例によることとし、歳

出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則第１５条第２項の別記に定める節の例によることとし、収

支予算書及び収支計算書の勘定科目及び正味財産増減計算書の勘定科目は別に定める例によること。 

９ 予算及び決算の様式並びに歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び節の区分は、昭和３９年度から用い

ること。 

なお、別紙第６から第１４については、平成 25年度決算分から用いること。 

 

（参考） 



 

（別 紙） 

別紙第１ 何年度何都（道府県）国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出予算 

別紙第２ 何年度何都（道府県）国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出予算補正 

別紙第３ 何年度何都（道府県）国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出決算書 

別紙第４ 何年度何都（道府県）国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出予算事項別明細書 

別紙第５ 何年度何都（道府県）国民健康保険団体連合会何会計歳入歳出決算事項別明細書 

別紙第６ 収支予算書 

別紙第７ 収支補正予算書 

別紙第８ 収支計算書 

別紙第９ 収支予算書（計算書）に対する注記 

別紙第１０ 正味財産増減計算書 

別紙第１１ 貸借対照表 

別紙第１２ 財務諸表に対する注記 

別紙第１３ 附属明細書 

別紙第１４ 財産目録 

 

 

 

 

 

 


